
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tax Analysis 
 

国家税務総局による「受益

者」に関する新規定の公布   
 
国家税務総局が 2018年 2月 3日に「租税条約における“受益者（beneficial 
owner）”に関する問題についての公告」（国家税務総局公告 2018年第 9
号、以下「9号公告」）及びその解読を公布した。9号公告は、国税函
[2009]601号通達（以下、「601号通達」）と国家税務総局公告 2012年第 30
号（以下、「30号公告」）の一部規定を踏襲すると同時に、「受益者」の判
定基準、セーフハーバールール、居住者身分の証明に関する要求などを改正

したものである。9号公告の発効を以て、601号通達と 30号公告は全文廃止
となり、中国における「受益者」の判定ルールがより整備されたものとな

る。特筆すべき点として、9号公告の解読は、9号公告の内容をより正確に理
解するための詳しいガイダンスを図を交えた事例説明付きで提供しており、

実務における 9号公告の執行上の確実性及び適用可能性を大きく向上させ
た。 
 
9号公告は、2018年 4月 1日以降に発生した納税義務或いは源泉徴収義務に
ついて租税条約の特典を享受する場合に適用される。 
 
9号公告及びその解読のキーポイントは下記の通りである。 
 
Q1：9号公告は、601号通達における「受益者の判定に関する 7つのマイナ
ス要因」に対して、どのように改正したか。 
 
A1：9号公告は、601号通達における「受益者の判定に関する 7つのマイナ
ス要因」のうち、要因 1と要因 2を見直し、「受益者」の判定基準を厳しく
した。また、要因 3と要因 4は、改正後の要因 2の判定に必要な分析内容と
類似することを考慮し、削除された。要因 5~7はそのまま踏襲された。改正
前後の比較表は下表（表 1）の通りである。 
 

表 1 

改正前——601号通達 改正後——9号公告 

(1) 申請者が所定の期間内（例えば、
所得の受領後 12ヶ月以内）に、所得
の全て又は大部分（例えば、60%以
上）を第三国（地域）の居住者に支

払う、又は分配する義務を有する。 

(1) 申請者が所得の受領後 12ヶ
月以内に、所得の 50%以上を第
三国（地域）の居住者に支払う

義務を有する。ここでいう「支

払う義務を有する」ことは、支

払義務について約定がある場
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合、及び支払義務について約定

がないものの、事実上支払うこ

とになっている場合を含む。 

(2) 所得を生じさせる財産又は権利を
保有する他に、申請者がその他の経

営活動を全く又はほとんど行ってい

ない。 

(2) 申請者が従事している経営活
動は実質的な経営活動を構成し

ない。実質的な経営活動は、実

質的な製造、販売、管理などの

活動を含む。申請者が従事して

いる経営活動が実質的な経営活

動を構成するか否かの判定は、

申請者が実際に担っている機能

及び負っているリスクに基づき

行うべきである。 

申請者が株式の投資管理活動を

実質的な業務として展開する場

合、実質的な経営活動を構成す

ると認められる。申請者の株式

投資管理活動は実質的な業務で

はなく、その他の経営活動も活

発ではない場合、実質的な経営

活動を構成しない。 

(3) 申請者が会社などの事業体である
場合、申請者の資産、規模及び人員

配置が小さく（又は少なく）、所得

金額と見合わない。 

削除 

(4) 所得或いは所得を生じさせる財産
又は権利に対して、申請者が全く又

はほとんど支配権或いは処分権を有

さず、リスクも全く負わないか、若

しくはわずかしか負わない。 

削除 

(5) 締約相手国（地域）が関連の所得
に対して課税しない若しくは免税と

し、或いは課税するが、実効税率が

極めて低い。 

601号通達と同様 

(6) 利息の発生と支払の根拠となる貸
付契約以外に、債権者と第三者との

間に金額、利率及び締結時期等の面

において近似するその他の貸付又は

預金契約が存在している。 

601号通達と同様 

(7) 特許権使用料の発生と支払の根拠
となる著作権、特許、技術等の使用

権譲渡契約以外に、申請者と第三者

との間に著作権、特許、技術等の使

用権又は所有権に関する譲渡契約が

存在している。 

601号通達と同様 

 
Q2：9号公告は、601号通達における「受益者の判定に関する 7つのマイナ
ス要因」のうち、要因 1に対してどのように改正したか。 
 
A2：要因 1の改正内容は主に下記を含む。 
 
• 従来の「所定の期間内」を「所得の受領後 12ヶ月以内」に明確化した。 
• 所得の支払（分配）比率を 60%から 50%に引き下げた。 
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• 「支払う義務を有することは、支払義務について約定がある場合、及び支払義務について約定がないものの、事実上支
払うことになっている場合を含む」と明確化した。 

 
「支払義務について約定がないものの、事実上支払うことになっている場合」について、解読の中である関連者間貸付ア

レンジを例として解説を行った。当該事例において、申請者は受け取った配当金を関連者間貸付を通じて第三国にある親

会社に提供しているが、当該貸付アレンジは公正ではなく、例えば、貸付契約において返済期限が約定されておらず、ま

た、利率は申請者の所在国における同期間の銀行貸付金利よりも低く設定されている。この事例では、「支払義務につい

て約定がないものの、事実上支払うことになっている場合」に該当すると判断されたが、関連者間貸付アレンジの存在自

体は、必ずしも「マイナス要因 1」の存在に直結するわけではなく、当該関連者間貸付アレンジは合理的な事業目的を伴
うものであるか否か、及び関連の契約条項が公正であるか否かなどに関する考察のほうが、「マイナス要因 1」の判定
上、より重要であると考えられる。また、9号公告は 30号公告の精神を引き継ぎ、受益者身分の判定に際して、複数の
要因について総合的に考察しなければならないと明確に規定しているため、「マイナス要因 1」の存在が確認されたから
といって、必ずしも申請者の受益者身分が否認されるわけではない。 
 
Q3：9号公告は、601号通達における「受益者の判定に関する 7つのマイナス要因」のうち、要因 2に対してどのように
改正したか。 
 
A3：要因 2の改正内容は主に下記を含む。 
 
• 申請者の従事する経営活動に関する要求は「その他の経営活動を全く又はほとんど行っていない」から「申請者が従事
している経営活動は実質的な経営活動を構成しない」に改正され、従来よりも厳しいものとなった。 

• 「申請者が株式の投資管理活動を実質的な業務として展開する場合、実質的な経営活動を構成すると認められる」と明
確に規定するとともに、判定について明確なガイダンスを提供した。 

• 株式の投資管理活動とその他の経営活動を同時に展開する申請者について、株式の投資管理活動が実質的な業務を構成
しない場合、その他の経営活動の活発さについても考察する必要があることを明確化した。 

 
実務において、申請者が株式の投資管理活動のみに従事する場合、実質的な経営活動を構成するか否かに関する判定は、

納税者と税務当局の間における論争の焦点となってきた。解読では、判定のガイダンスとして、「一般的に、申請者は投

資に関する事前リサーチ、評価・分析、意思決定、実施、及び実施後の管理などの活動を行う必要がある」と明確に規定

されており、また、納税者と税務当局の両方にとって参考価値の高い事例が複数挙げられている。それらの事例を下表

（表 2）にまとめた。 
表 2 

判定要因 事例 1 事例 2 事例 3 

担ってい

る機能 
申請者は「株式の投資管理

活動に従事している」と主

張するが、業界・市場リサ

ーチなどの活動を実際に展

開しておらず、また、中国

企業に対する管理機能を実

際に履行していない。 

申請者は中国国内の業界・市

場リサーチなどの機能を担っ

ていないが、投資に関する評

価・分析、意思決定、及びア

ジア地域の各会社間における

資金運用の統括機能を担って

いる。 

申請者の主要機能は IT分野における買収対
象企業の選定と買収の実施、業界リサー

チ、地域市場リサーチ、投資プロジェクト

の評価、投資リスクの分析、投資先の選

択、投資に関する意思決定及び投資後の管

理などを含む。申請者は買収した企業に対

して、積極的に管理機能を履行している。 

資産と人

員の配置

状況 

申請者は 5名の従業員を有
すると主張するが、当該 5
名はいずれも申請者の親会

社の従業員である。また、

申請者に中国企業の管理機

能を担う従業員はない。 

申請者は中国のほか、日本、

韓国、シンガポール、ベトナ

ムなど十数ヶ国において 50社
の企業に投資している。申請

者は 8名の従業員を有する。 

申請者が投資し管理している子会社の内

60%は中国に、40%は中国の周辺国家に位
置する。申請者は 50名以上の従業員を有
し、且つ上述の機能はいずれも申請者自身

の従業員が履行している。 

負ってい

るリスク 
申請者は中国企業から取得

した配当金について投資計

画を有しておらず、関連の

リスクを負わない。 

言及していない。 親会社に利益を分配せず、企業買収又は買

収済み企業の業務拡張に投資している。 

結論 申請者の活動が「実質的な

経営活動」を構成すること

を証明するには不十分であ

る。 

申請者が担っている「地域本

部」の機能が「実質的な経営

活動」を構成すると考えられ

るが、従業員数が僅か 8名で
あり、関連の機能を履行する

には不十分であるため、「実

税務当局の観点として、総合的に分析した

結果、申請者は「受益者」の身分を有する

と認められる。 



質的な経営活動」を構成する

と認められない。 

株式の投資管理活動とその他の経営活動を同時に展開する申請者は、その株式の投資管理活動が実質的な業務を構成しな

い場合、その他の経営活動が活発であるか否かをどのように判定すべきかについて、解読は事例分析を提供している。当

該事例において、申請者はグループ内他社に調達サービスを提供すると同時に売買活動を行っているが、当該部分の経営

活動による所得は所得総額（中国国内源泉所得を含む）の僅か 8%を占めるのみのため、活発ではなく、実質的な経営活
動を構成しないと判断された。 
 
Q4：配当金所得について、9号公告は 30号公告における「セーフハーバールール」（規定に該当する者は無条件で受益
者に認定されるルール）に対して、どのように改正したか。 
 
A3：9号公告は、30号公告に規定されたセーフハーバーの範囲を拡大した（表 3の通り）。 

 

表 3 

改正前——30号公告 改正後——9号公告 

租税条約による特典の適用を申請する締約相

手国の居住者（以下、「申請者」）の、中国

から取得する所得が配当金である場合、当該

申請者が締約相手国の上場会社であるか、又

は締約相手国の居住者かつ締約相手国の上場

会社に 100%直接或いは間接に保有される者
であり、（中国居住者又は締約相手国の居住

者ではない第三国或いは地域の居住者企業を

通じて間接に持分が保有される場合を除

く）、かつ当該配当金は上場会社の保有する

株式を源泉とする所得である場合には、直ち

に申請者の受益者の身分を認定できる。 

中国から配当金を取得した申請者が下記の者である場合には、

本公告第 2条に規定された判定要因に基づく総合的な分析を必
要とせず、申請者が「受益者」の身分を有すると直接判定する

ことができる。 

（1）締約相手国の政府 
（2）締約相手国の居住者かつ締約相手国で上場している会社 
（3）締約相手国の居住者個人 
（4）申請者が(1)から(3)のいずれかまたは複数によって直接ま
たは間接に 100%持分を保有されており、かつ持分を間接保有
する状況において、その中間持株者が中国居住者または締約相

手国居住者である場合 

 
9号公告解読の事例 3から見て、申請者の 100%持分が複数の者に保有される投資ストラクチャーに、セーフハーバール
ールを適用する可能性が存在する。例えば、下記の図 1で示したように、投資先の中国国内居住者から配当金を取得する
香港居住者 Dが、株主である香港政府、香港居住者個人及び香港居住者上場会社によって合計 100%持分を保有される場
合において、香港居住者 Dを直接「受益者」に認定することができる。 

 
更に、上述に規定された合計 100%の持分比率は、配当金を取得する前の連続 12ヶ月以内のいずれの時点においても
100%に達していなければならないと規定されている。これは、国税函[2009]81号通達における「非居住者は、中国居住
者企業の持分を直接保有する比率が配当金を取得する前の連続 12 ヶ月以内のいずれの時点においても 25%に達した場
合、租税条約の特典適用を受けられる」規定、及び国税発[2010]75号通達第 10条の「シンガポール居住者は、中国居住
者企業の持分を直接保有する比率が配当金を取得する前の連続 12 ヶ月以内のいずれの時点においても 25%に達した場
合、租税条約の特典適用を受けられる」規定と一致するものであり、持分保有の連続性に関する要件である。 
 



Q5：601号通達と 30号公告の規定により、配当金を取得する申請者がセーフハーバールールを適用できず、かつ総合的
な分析を経て受益者要件を満たしていないと判断された場合、租税条約の特典適用を受けられない。9号公告において、
この規定に変化はないか。 
 
A5：9号公告において、「申請者の 100%持分を直接或いは間接に保有する者が受益者要件を満たしている者であり、且
つ下記 2つの状況のいずれかに該当する場合において、セーフハーバールールの適用要件及び受益者要件を満たしていな
い申請者であっても、その株主の受益者身分の恩恵で、租税条約の特典適用を受けられる」と規定されている。この規定

により、申請者による租税条約の特典適用のチャンスが大きく増えた。上述の内、「受益者要件を満たす」とは、9号公
告第 2条に規定された 5つの要因（Q1を参照のこと）に基づく総合的な分析を経て、受益者の身分を有すると認定され
ることを指す。 
 
シナリオ 1 
 
上述の「受益者要件を満たしている者」は、申請者の所属する居住地国（地域）の居住者である。 
 
シナリオ 1では、「受益者要件を満たしている者」と申請者の間に中間持株者が存在するか否か、及び中間持株者の具体
的な状況（例えば、中間持株者がどの国家（地域）の居住者であるか）について、要求されていない。 
 
解読の図例 5では、下記の事例説明が挙げられている。下記の図 2で示したように、投資先の中国国内居住者から配当金
を取得する香港居住者 Eは受益者要件を満たしていないものの、その 100%持分を間接に保有する香港居住者 Fは受益者
要件を満たしているため、香港居住者 Eと香港居住者 Fの間に、第三国（地域）のイギリス領ヴァージン諸島（以下、
「BVI」。BVIと中国の間に租税条約が締結されていない）に位置する中間持株者が存在するにも関わらず、香港居住者
Eは受益者の身分を有すると認められる。 
 

 
シナリオ 2 
 
上述の「受益者要件を満たしている者」は申請者の所属する居住地国（地域）の居住者ではないが、その者、及びその者

が申請者の持分を間接に保有する状況における全ての中間持株者は「適格者」である。9号公告において、上述の「適格
者」は、「中国から取得した配当金について、中国とその者の所属する居住地国（地域）との間に締結された租税条約

（取極め）に基づき、申請者が享受できる租税条約の特典と同等以上の特典を享受できる者」と定義されている。 
 
例を挙げると、下記の図 3－1と図 3－2で示したように、投資先の中国国内居住者から配当金を取得する香港居住者 D
は受益者要件を満たしておらず、その 100%持分を間接に保有する UK居住者 Eは受益者要件を満たしている。図 3－1
において、中間持株者であるマレーシア居住者 Fは、中国・マレーシア租税条約により、中国から取得した配当金につい
て 10%の源泉所得税が課される。一方、中国・香港租税取極めにより、配当金所得に対して 5%の源泉所得税が課され
る。そのため、マレーシア居住者 Fは「適格者」ではない。対象的に、図 3－2において、UK居住者 E及び中間持株者
のシンガポール居住者Gは、それぞれ中国・UK租税条約と中国・シンガポール租税条約により、中国から取得した配当
金について、中国・香港租税取極めの規定と同様に 5%の源泉所得税が課されるため、UK居住者 E及びシンガポール居
住者 Gは「適格者」であり、香港居住者 Dは「受益者」の身分を有すると認められる。 
 
 



 
図 3－2と図 2から分かるように、申請者がその 100%持分を間接に保有する「受益者要件を満たしている者」の恩恵で
しか受益者の身分を得られない状況において、当該「受益者要件を満たしている者」と申請者が異なる居住地国（地域）

の居住者である場合、そうでない場合よりも中間持株者に対する要求が厳しい。 
 
セーフハーバールールにおける持分保有の連続性に関する要求と同様に、上述 2つの状況において、「関連の持分比率
は、配当金を取得する前の連続 12ヶ月以内のいずれの時点においても法定の要求を満たさなければならない」と規定さ
れている。 
 
受益者身分の判定方法まとめ 
 
下記の通り、租税条約の特典適用を目的とした受益者身分の判定手順をディシジョンツリー形式にまとめた。 
 



 
また、セーフハーバールール及びQ5の 2つのシナリオにおける中間持株者の要件及び居住者身分証明書の提出要求を下
記の表 4にまとめた。 

表 4 

 セーフハーバールール Q5シナリオ 1 Q5シナリオ 2 

中間持株者の存在が認め

られるか 
Y Y Y 

中間持株者は第三国（地

域）の居住者である状況

は許容可能か 

N Y Y 

中間持株者に対して、そ

の他の要件はあるか 
N N 「適格者」であること 



誰の居住者身分証明書を

提出すべきか 
①申請者、②申請者の
100%持分を直接或いは
間接に保有する者、③中
間持株者 

①申請者、②受益者要
件を満たしている者 

①申請者、②受益者要件を満
たしている者、③適格者であ
る中間持株者 

 
Q6：9号公告において、租税条約の特典適用を申請する者が提出すべき資料について、どのような新しい要求が出された
か。 
 
A6：9号公告において、提出すべき居住者身分証明書の対象期間、及び誰の居住者身分証明書を提出すべきかについて、
新しい要求が提示されている。 
 
これまでの実務において、納税者が提出した居住者身分証明書の対象期間は無関係な年度であるケースが散見された。例

えば、納税者が 2018年において、2016年の所得に対して租税条約の特典適用と税還付を申請したが、提出した居住者身
分証明書は、2016年或いは 2015年における当該納税者の居住者身分ではなく、2018年における当該納税者の居住者身
分を証明するものである。これを受け、9号公告は、「所得を取得した当年度或いは前年度における申請者或いはその株
主の居住者身分を証明できる書類を提出しなければならない」と明確に規定している。 
 
誰の居住者身分証明書を提出すべきかについては、前述の表 4を参照されたい。 
 
Q7：申請者は受益者の身分さえ取得すれば、租税条約の特典適用を受けられるか。 
 
A7：9号公告の規定により、申請者が受益者の身分を有する場合においても、税務当局は租税条約における主要目的テス
ト（PPT：Principal purposes test）条項、或いは国内法の一般的租税回避否認規定（GAAR：General Anti-
Avoidance Rule）に基づき、申請者による租税条約の特典適用を否認することができる。 
 
中国が最近締結（改正）した一部の租税条約に、PPT条項が組み込まれている。その内、租税条約全文に適用されるもの
（例えば、中国・ドイツ租税条約第 29条「その他ルール」第 1項：租税条約の特典を受けることが取決めもしくは取引
の主たる目的の一つである場合、本租税条約の目的と趣旨を反するものとして、その特典を与えないものとする）、及び

配当金、利息、ロイヤリティその他所得に関する条項にのみ適用されるもの（例えば、中国・UK租税条約第 10条「配当
金」第 7項：配当金を支払う根拠となる持分或いはその他の権利の発生と分配は、何らかの者が本条の規定による特典を
受けることを主たる目的、若しくは主たる目的の一つとして行った場合には、本条の規定による特典を与えないものとす

る）に分けられる。また、中国は 2017年 6月に「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施する
ための多数国間条約」（BEPS防止措置実施条約）に署名し、中国が締結した租税条約に PPT条項を導入することを承諾
した。BEPS防止措置実施条約の関連条項が発効すれば、主要目的テストの影響がより広範なものとなる。 
 
国内法の一般的租税回避否認規定を根拠に租税条約の特典享受を否認できるか否かについて、論争が繰り返されてきた。

国家税務総局は 9号公告において、「申請者が受益者の身分を有する場合においても、税務当局は一般的租税回避否認規
定に基づき税務調査を展開することができる」と明確に規定している。実務におけるもう一つの懸念事項は、「税務当局

は一般的租税回避否認規定を根拠に租税条約のキャピタル・ゲイン条項による特典の享受を否認できるか否か」である。

私どもの観点として、税務当局は 9号公告の規定に基づき、一般的租税回避否認規定を根拠に納税者の受益者身分を否認
できる以上、一般的租税回避否認規定を根拠に租税条約のキャピタル・ゲイン条項による特典の享受を否認できるはずで

ある。 
 
Q8：9号公告において、「代理人」についてどのような新規定が出されたか。 
 
A8：9号公告は「代理人」の定義を更に明確化するとともに、30号公告にいう「代理人が申請者を代行して所得を受領
する行為」に該当しない状況を明確にした。 
 
9号公告は 30号公告の精神を引き継ぎ、「代理人が申請者を代行して取得を受領する行為は、申請者に対する受益者判
定に影響を与えない」ことを改めて明確にした。また、「代理人が申請者を代行して取得を受領する行為」は、株主が持

分の保有に基づき配当を受ける行為、債権者が債権の保有に基づき利息を受領する行為、ライセンサーがライセンス付与

に基づきロイヤリティを受領する行為が含まれないことが明確に規定されている。 
 
 
コメント 
 
受益者身分の認定は納税者と税務当局の両方にとって、注目の焦点とされてきた。9号公告及びその解読の公布により、
中国における受益者の判定ルールがより整備されたものとなった。9号公告及びその解読は、申請者による租税条約の特
典適用のチャンスを増やし、複数の問題について納税者と税務当局の両方により明確なルールと実施ガイダンスを提供す



るものであり、また、OECDによる BEPS行動 6の成果を導入することで、租税条約の濫用防止をを政策面で強化した。
納税者は 9号公告における最新の規定に基づき、自身の取引アレンジを見直すことで、合理的に対応する必要がある。 
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